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血液事業の推遭につきましては,平素より持段のご高配をいただいていますが,昭和50年代から急激た需要

が伸ぴてきた血菜分画製郁については,そのほとんどを稔入血液に依存している状況にあり,倫珪性.妄全性.

安定供給の面での間題が緒括されるところとなJ,,ています.このため,昭和39年の闇議決定の趣旨並びにr血

液事菓換討委邑会中問報毛lく昭和6Q年8月及ぴ昭和61年7月1及ぴ別添1 r薪血液事纂推進換討委員全貰-

次報菖Jく平成元年g月lに基づき,今後.我が国の血液事業は,全ての血液製剤を献血により確保するとい

う目的達成に向けて進めることといたしました中

厚生省では.今後.国内自絵に向けて異捧的な対藁を誇じていくこととし.さらに国民の合意を必要とする

事項については.引幸続きr薪血液事業推進検討委邑全Jにおいて検討を進め.国民の期待に足る血液事芙の

推進に穿めることとしていますが.早急に下記事項に童点を置いた新たな血液事美を推遥する必要があります

ので.各都道府県においては.日本赤十芋社はもとより市町村との雷珪な連青のもとに.地竣の輯蛙に応じた

実効ある対策を講じられたく貴晩の特艮の御配意をお願いいたしますB

なお.日本赤十字社社長あて別添のとおり通知しましたので.急のため申し添えます.

記

1.今後の血液事藁の方針

今後,鼓が国の血液事業は. r薪血液事業推適検討香旦会第-次報菖Jに基づき.全ての血液製剤を献血血

液で確保する1,ととし.国内自給の達成に向けての話施策を進める.

各都道府県においては. r新血液事業推達検討委員会第-次報告Jの趣旨を認識のうえ,県民に対し献血ヘ

の理解と参加を求めるための新しい献血剖革の普及啓豪蓮動を展閑するようお凱lするo

2.国内自絵の推遵方策

国内自絵の罵-目軌ま.血友病患者に不可欠な血液簸固因子製剤とし.平成3年度中に日本赤十字社におい

て穀遣.供給を-元的に行う.

このため.平成3年度中には本製剤の製遣に必要な原料血衆5D万L く年問必要量lを確保する必要がある.

また,アルプミン製剤及ぴ免疫グロプリン製剤については,日本赤十字社が製造するほか,国内にプラント

を持つ民間企業等に製造及ぴ供給を依頼し,段階的に国内自絵率を高める.

なお,国内自給が達成された時点に掛ナる供絵体系ほ.無用な競争を避けるめ.全国致カ所く6一-7lのプ

ロツク単位に設置する供捨専門公益法人に担当させる.

3.各都道府県別原料血東確保日標量

貴血液革菓担当部局及び貴菅下血液センタ-と当局及ぴ日本赤十字社との間におLlて,平成3年度における

r各都道府県別原料血崇確保目標畳Jについて詞整した結果.別添2のとおり各都道府県より平成3年度原料

血旋確保目捷が示された9

各都遣府県においてほ.貴管下血蔽センク-及ぴ市町村と連携を密にし,地域別.献血撞類別採血計画を立

てて.日標量の確実な達成をお願いする.

4.血液製剤の使用適正化の椎進

医森の進歩により血液製荊の任用量は年々増加してきたが. -部において不適切な使用が見られたことから.

昭和Sl年7月からr血液事集換討委員会Jの中問報巷に基づきr血液製剤使用適正化ガイドラインJを作戒し.

血液製剤の佳用適正化を推遥している.しかしながら,その成果はまだ十分と言えるまで至っておらず,今後,

国内白絵を進めてtlくためにほより-層適正化を推進する必要がある.

蔀遣府県においては,申液が人捧の蕨器の-部であるとともに,国民の蕃意に基づく献血血液であるとの観

点から.献血された血液が最大隈に有効利用されるよう医衰現係昔に対する-層の指導をお甑いする.
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